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日 本藻類学会会則

(総則)

2告i条本 会 は IJ本i策矧学会と称する。

第2条 本会;ま泌学のi隼Wd及を図り，併せて会員相互の迎絡並11:重量|段を凶る 乙とを

目的とする。

第3条 本会ば，ìír~の U的を淫するために，次の如来を行う。

1. 大会のfJflfttl (; 1二l阿)

2 泌類Il:!児する研究会) Th~習会 ， 採集会等の IJMflU

3. }EJlJI刊行物の発刊

4 その[也 1l1J~長の目的を迷する十 めに必要な IjTif~

費H条木 会 の'Jii6i9i:ま会長のもと Kおく。

ms糸本会の勺i:t!f'J!Uま4月1nにtf1まり，翌年3月31日11:終る。

{会員)

第 6条会J:.J.は次の 3fillとする。

1. ~迎会員(泌査員lζ関心をちら，本会の趣旨 11:貨同する個人叉は団体で， 役員会

の承滋するもの)

2. 名谷会n(部学の発遂に貢献があり，本会1ゐ組旨Il:質問する例人で，役員会の

推薦するもの)

3. t、問11会H{本会の.11M守1こさt同し，本会の発肢に特lζ寄りした{尚人叉は団体で，

役只会の舵約するもの)

第7条 本会11:入会するには，住所，民名(団体名1.1伝業を話人した入会rll;丞古を会

長11:斧u:¥すものとする。

当'i8条 会員lまfu年会資300円を前納するものとする。但し:r.設会只及び特別会民は

公費を!ziしない。 "

(役員)

第 9条木会11:I'Xの役只をおし

会長 - 1'，任期lま2ヶ:!Fとする)

幹事 若干名 (任期は 2ヶ年とする)

会長IJ:総会!と於て会只111よりとれを選Hlする。 1【ド]Jは会長が会尺111より Eれを指

名す る。

(刊行物)

第 10条本会は定期刊行物「部類」を年3阿刊行し，.会只11:.無料でf五社Iする。

附員。

Eの会則は!則和28sf' 10月11日から施行する。




